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序文 

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第30条第1項の規定に基づき、独立

行政法人海洋研究開発機構が中期目標を達成するための計画（以下、「中期計画」

という。）を定める。 

 

 

 

前文 

独立行政法人海洋研究開発機構（以下、「機構」という。）は、我が国及び世界に

おける真の海洋科学技術の中核機関として海洋科学技術分野をリードし、世界最先

端の研究開発基盤を十分に活用しながら先進的・基盤的な研究開発を推進する。 

これにより、機構は、第4期科学技術基本計画（平成23年8月19日閣議決定）にお

いて安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現のために設定された、「自然災害をは

じめとする様々な災害等から、人々の生活の安全を守るため、地震、火山、津波、

高波・高潮、風水害、土砂災害等に関する調査観測や予測、防災、減災に関する研

究開発を推進する。」や、地球規模問題への対応促進のために設定された、「大規模

な気候変動等に関して、国際協調と協力の下、全球での観測や予測、影響評価を推

進するとともに、これに伴い発生する大規模な自然災害等の対策に関する研究開発

を推進する。生物多様性の保全に向けて、生態系に関する調査や観測、外的要因に

よる影響評価、その保全、再生に関する研究開発を推進する。また、資源やエネル

ギーの安定供給に向けて、新たな資源、エネルギーの探査や循環的な利用、代替資

源の創出に関する研究開発を推進する。」という、我が国が直面する重要課題の解

決に資することとする。また、これらの研究開発を通じて、海洋基本計画（平成25

年4月26日閣議決定）に示されている新たな海洋立国日本の実現に向け、科学技術

の観点から貢献する。 

機構が果たすべき役割は、人類社会に対し、様々な影響をもたらす海洋を中心と

した地球環境の変化に関する科学的知見の創出である。このため、機構は海洋・地

球・生命を1つのシステムとして捉え、種々の時間・空間スケールから成る様々な

プロセスを定式化することにより、海洋・地球・生命システムの統一像の解明を目

指す。 

 また、機構は、国内外の研究機関や産業界とも連携して研究開発及び基盤技術開

発を行い、人材の育成へも貢献するとともに、得られた海洋・地球・生命に関する

科学的知見や地球環境情報を積極的に社会に還元し、人類の共有財産として国際的

にも発信していく。 

なお、機構は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24

日閣議決定）における研究開発型の法人として、研究開発成果の最大化を図りつつ、

効率的かつ効果的な業務運営を行う。   

これらの活動を通じ、機構は世界の海洋科学技術の中核機関としての立場を一層
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明確なものとし、世界及び我が国の関係機関と、より強固で有機的な連携・協力関

係を構築しながら、人類的課題の解決や我が国の将来にわたる持続的な成長と社会

の発展を実現するための研究開発を推進する。 

 

 

 

Ⅰ  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するために取るべき措置 

 

 １  国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発の推進 

海洋科学技術に関する基盤的研究開発を推進するため、以下の事項を重点研究

開発と位置づけ、国家的・社会的ニーズを踏まえた出口志向の課題を機動的かつ

重点的に実施する。 

その際、中期目標期間中に想定以上の研究の進捗等があった場合には、国家

的・社会的ニーズを踏まえた研究開発を戦略的に行う観点から、研究開発の重点

化を機動的に行う。 

 

(１) 海底資源研究開発 

我が国の領海及び排他的経済水域内に存在が確認されている海底資源を利

活用することは、我が国の成長、ひいては人類の持続可能な発展のために重要

である。機構は海洋基本計画や海洋エネルギー・鉱物資源開発計画(平成25年

12月24日総合資源エネルギー調査会答申)等に掲げる海底資源の成因解明と時

空分布の把握・予測に資するため、海底資源形成の過程に関わる多様な元素、

同位体及び化学種を定量的に把握する。また、海底資源を地球における物質循

環の一部として捉え、固体地球の最外部である岩石圏、地球の約7割を覆う水

圏、大気圏、さらには生物圏を含む地球表層での各圏にまたがる物質循環を網

羅的に解析した上で、その歴史を把握し、海底資源との関わりについて総合的

に理解を深める。そのため、従来着目されてこなかった海底資源生成時の海洋

環境を把握し、海底資源の形成メカニズムを明らかにする。併せて、機構の持

つ多様な手法を利用した総合科学的アプローチにより、資源成因論を基盤とし

た効率的調査システムを構築し、海底資源の利活用に貢献する。さらに、環境

の現状や生物群集の変動等を把握することにより、海底資源開発に必要となる

環境影響評価手法の構築に貢献する。 

 

① 海底熱水鉱床の成因解明とそれに基づく調査手法の構築 

海底熱水活動の循環システムや規模等を把握することにより、海底熱水鉱

床の成因、形成プロセス及び特性の体系的な理解を進める。また、研究船や

自律型無人探査機（AUV）・遠隔操作無人探査機（ROV）等を駆使し、各種調
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査技術を融合させた系統的な海底熱水調査手法を平成27年度を目途に構築

する。さらに、人工熱水噴出孔の幅広い活用による応用研究を推進する。加

えて、巨大熱水鉱床形成モデルの構築を行う。 

 

② コバルトリッチクラスト・レアアース泥の成因解明とそれに基づく高品 

位な鉱床発見に貢献する手法の構築 

地球化学的、地質学的及び生物化学的な手法を総合的に利用し、海水の元

素組成の変化や酸化還元状態の変化等、過去の海洋環境の変遷を詳細に解析

し、コバルトリッチクラスト・レアアース泥の成因を把握する。そのため、

これらの鉱物資源が形成された年代を測定する方法により、海洋環境を変化

させる火成活動、大陸風化等の要因を把握し、コバルトリッチクラスト・レ

アアース泥形成の総合的理解を進める。これらの関係を把握し、さらに原

子・分子レベルでの鉱物の形成メカニズムを把握することによって、有用元

素のみならず、それらと相互作用する元素の地球化学的挙動に関する理解を

進める。以上によって把握したこれらの鉱物資源の成因を基に、新たな高品

位鉱床の発見に貢献する手法を提案するとともに、レアアース泥形成モデル

及びクラスト形成モデルを実証する。 

 

③ 海底炭化水素資源の成因解明と持続的な炭素・エネルギー循環に関する 

研究 

我が国における持続的な炭素・エネルギー循環システムの構築に貢献する

ため、海底炭化水素資源の成因や実態を科学的に理解し、その利活用手法を

提案する。海底深部における炭素・水・エネルギー循環システムの実態と動

的メカニズムを解明するため、海底炭化水素環境の特徴を総合的に理解する

ための調査を行う。また、海底炭化水素資源の形成過程に影響を及ぼす微生

物代謝活動の理解を進めるとともに、メタン生成の温度・圧力条件の特定等

を行う。 

 

④ 環境影響評価手法の構築 

生物群集の変動を遺伝子レベルから個体群レベルまで調べ、高解像度の調

査と長期の環境モニタリングから得られる大規模データとの統合解析によ

り、生態系の変動における復元力の限界点を求め、環境影響評価の手法の構

築を目指す。このため、平成27年度までに、調査データを統合した生態系ハ

ビタットマップを作成するとともに、環境メタゲノム解析システムを整備す

る。さらに、先進的な調査と高精度なデータ解析による評価手法を提示し、

環境への影響を低減できる海底資源開発の実現に貢献する。 
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(２) 海洋・地球環境変動研究開発 

海洋基本計画や「我が国における地球観測の実施方針」において示された我

が国が取り組むべき研究開発課題の解決に資するため、これまで機構が培って

きた技術を活用し、国際的な観測研究計画や共同研究の枠組みにおいて世界を

リードしながら研究開発を推進する。これにより、気象・気候の変動や地球温

暖化等の地球環境変動に決定的な影響を与える海洋－大気間、海洋－陸域間、

熱帯域－極域間のエネルギー・物質の交換について、観測に基づきそのプロセ

スや実態の統合的な理解を進めるとともに、地球環境変動を精密に予測するこ

とに資する技術を開発する。また、地球温暖化や進行中の海洋酸性化と生態系

への影響、熱・物質分布の変化等の地球環境の変わりゆく実態を正確に把握し

て具体的な事例を科学的に実証するとともに、気候変化・変動への適応策・緩

和策の策定に資する新たな科学的知見を提示する。特に、北極海域は海洋酸性

化の進行が顕著であり、生態系への影響が懸念されているほか、海氷の減少は

地球規模の気候変動に大きな影響を与えるばかりでなく、我が国の気候への影

響も懸念されていることから、機構は当該海域の調査研究を進める。さらに、

得られた観測データや予測データの公開を行い、防災・減災にも資する情報を

社会へ発信する。 

 

① 地球環境変動の理解と予測のための観測研究 

地球環境変動を統合的に理解し、それを精密に予測する技術を開発するた

めには、地球システムの熱循環、物質循環の主要な場であり、地球生態系を

構築する基本的環境要素である海洋の役割の理解が不可欠である。そのため、

研究船を始め、漂流ブイ、係留ブイ等、機構が有する高度な観測技術や４次

元データ同化技術等の先駆的な技術を最大限に活用し、太平洋、インド洋及

び南大洋において海洋観測を実施し、熱帯域から亜熱帯域の大気と海洋の相

互作用、海洋の循環や海洋の環境変動及び海盆スケールでの熱や物質分布と

それらの中長期変動についての理解を進める。また、急速に進行する北極域

の海氷減少やそれによる環境の変化を把握し、我が国を含む中緯度域の気候

に与える影響を評価する。さらに、地球温暖化や海洋酸性化が植物プランク

トン等の低次生物に与える影響を理解するため、過去の海洋環境変化を再現

するとともに、平成27年度までに時系列観測定点を設定し、酸性化等の環境

変化に対する海洋生態系の応答についての理解を進める。加えて、中緯度域

の気候に影響を与える熱帯域気候システムを理解するため、太平洋・インド

洋熱帯域及び海大陸において大気－海洋－陸域観測を実施し、モンスーンや

マッデン・ジュリアン振動、インド洋ダイポールモード現象等、当該地域特

有の短期気候変動現象が沿岸域や中緯度域に及ぼす影響やそれらと集中豪

雨等の極端な気象現象との関連を把握する。特に豪雨等の研究対象について

は平成26年度に最適な観測地点を設定し、平成27年度には本観測を実現させ
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る。 

これらの地球規模での観測と併せて、地球規模の気候変動の影響を受ける

海域の１つである津軽海峡を対象海域とし、平成27年度を目途に海洋短波レ

ーダによる表面流速観測・データ公開システムを整備し、津軽暖流の流量と

物質輸送量及びそれらの変動を把握し、漁業活動や防災対策として有益な情

報を発信する。 

 

② 地球表層における物質循環研究 

正確な地球環境変動予測には、大気と海表面・地表面との間の水、熱、CO2

や他の温室効果ガス等の交換、陸域生態系の広域分布の自然変動や人為的変

動、陸から海への物質輸送過程及び大気中の微量物質の時空間変動等の要因

に関する理解を向上させ、モデルを高精度化する必要がある。そのため、衛

星観測と現場観測により、地球表層における物質及びエネルギーの循環並び

に陸域生態系の構造及び機能の変動を平成28年度を目途に分析し、それらと

海洋、大気や人間圏との関係を評価する。また、大気組成の時空間変動を計

測し、モデルシミュレーションと連携してそれらの過程や収支に関する理解

を平成28年度を目途に向上させ、大気組成の変動を通じた人間圏と気候・生

態系との結びつきを検証する。 

 

③ 観測研究に基づく地球環境変動予測の高度化と応用 

長期的な推移を見せる地球温暖化を背景として、大気海洋系独自の変動と

しての猛暑や暖冬、さらには都市規模での豪雨や竜巻等、短期・局所的に起

こる極端現象の発生頻度の増加が指摘されている。このような現象に対して、

社会に適切なタイミングで情報が届く実用的な予測を行うことができれば、

その意義は極めて大きい。そのため、シームレスな環境予測システムの構築

に向け、全球雲解像モデル（NICAM）を高度化して数値計算を行い、洋上観

測データ等を活用した検証を通じて、予測の信頼性を向上させる。また、地

球温暖化に代表される長期的な地球環境の変化予測に係る不確実性低減と

信頼性の向上のため、これまでに機構が構築してきた地球システムモデル

（ESM）を高度化し、平成28年度までは現在及び将来の地球環境変動実験等

を中心に実施し、平成29年度以降は古気候の再現実験等を中心にシミュレー

ション研究を行うことで、100年以上の長い時間スケールにおいて人間活動

が地球環境の変化に与える影響を評価する。さらに、極端な気象現象や異常

気象等を生み出す要因となる季節内振動から10年スケールの現象までの気

候変動予測情報や海洋環境変動予測情報を段階的に創出・応用し、海洋・地

球情報を学際的に展開する。 
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(３) 海域地震発生帯研究開発 

近年、我が国及び世界各国では、阪神淡路大震災(1995年)、スマトラ沖大津

波地震(2004年)、東日本大震災(2011年)のような地震・津波による災害が多発

している。機構は地震調査研究推進本部が策定した「新たな地震調査研究の推

進について－地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的

かつ基本的な施策－」(平成24年9月6日改訂)及び文部科学省 科学技術・学術

審議会の建議「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進につ

いて（平成25年11月8日）」において示されている役割を果たすため、独立行政

法人防災科学技術研究所等の関係する研究機関と協力し、再来が危惧されてい

る南海トラフ巨大地震の震源域を始めとする日本列島・西太平洋海域を中心に、

地震・火山活動の原因についての科学的知見を蓄積するとともに、精緻な調査

観測研究、先進的なシミュレーション研究、モニタリング研究及び解析研究等

を統合した海域地震発生帯研究開発を推進する。 

これにより、海溝周辺における地震性滑りの時空間分布等の新たなデータに

基づき、従来の地震・津波発生モデルを再考し、海溝型巨大地震や津波発生メ

カニズムの理解を進める。また、主に海域地殻活動や海底変動に起因する災害

ポテンシャルの評価とそれに基づく地域への影響評価を行う。さらに、地震・

津波が生態系へ及ぼす影響とその回復過程についても評価する。 

 

① プレート境界域の地震発生帯実態解明研究 

地震発生帯の地震・津波像の解明に資するため、地殻構造、地殻活動及び

地震発生履歴等について精緻な調査観測研究を実施する。また、地震・津波

観測監視システム(DONET)等の海域地震・津波観測システムから得られるデ

ータや関係する研究機関とのデータ相互交換の枠組みを活用し、地震発生、

地震動及び津波の予測精度の向上に資する解析研究を行う。さらに、地震発

生帯における諸現象のシミュレーション研究等を実施し、海洋科学掘削で得

られた研究成果との統合を図ることにより、巨大地震発生帯の実態解明に資

する新たな科学的知見を蓄積する。 

 

② 地震・津波の総合災害ポテンシャル評価研究 

東日本大震災の教訓を踏まえ、現実的な地震・津波像に基づく地震・津波

シミュレーション研究を行い、南海トラフ、南西諸島域及び日本海溝等の日

本列島周辺海域における地震・津波被害像の評価を進めるとともに、防災・

減災対策へ実装するため、平成28年度を目途に各種予測計算等の準備を実施

し、日本海や南海トラフ周辺海域等の地震・津波による被害の軽減に向けた

情報基盤プラットフォームを構築する。これらを活用し、海域地殻変動や海

底変動に起因する災害ポテンシャルの評価とそれに基づく地域への影響評

価を行う。 
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③ 地震・津波による生態系被害と復興に関する研究 

東北地方の太平洋岸では、東日本大震災の津波・地震によって引き起こさ

れた大量の瓦礫の堆積、藻場・干潟の喪失及び岩礁への砂泥の堆積等により、

沿岸域の漁場を含め海洋生態系が大きく変化したことから、海洋生態系の回

復と漁業の復興が緊急かつ重要な課題となっている。このため、沖合底層で

の瓦礫マッピング、生物資源の動態の把握及び化学物質の蓄積を含む沖合生

態系を中心とした長期モニタリング等の展開により得られた海底地形・海洋

環境・生物などの情報を取りまとめ、平成28年度を目途に地元自治体等への

情報提供を開始する。さらに、地震・津波からの生態系の回復過程について

の理解を前進させるとともに、生態系等の海域環境変動評価に基づくハビタ

ットマップとデータベースを構築する。これらを活用し、地震・津波が東北

沿岸域の海洋生態系に与えた影響と回復過程についての科学的知見を蓄積

し、漁業等の復興対策に貢献する。 

 

 

(４) 海洋生命理工学研究開発 

我が国の周辺海域は生物多様性のホットスポットであるが、特に深海の環境

及び深海生物に関する情報が不足している等、現代においても未踏のフロンテ

ィアである。また、生態系の保全という観点から、生物多様性に関する条約

（CBD）及び生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフ

ォーム（IPBES）に対し、機構がこれまでに蓄積してきた観測データの提供を

通じた貢献が期待されている。そのため、機構は、極限環境生命圏において海

洋生物の探査を行い、生命の進化及び共生メカニズムについて新たな科学的知

見を提示する。また、極限環境生命圏には、高圧・低温に適応した生物が存在

し、それらが持つ有用な機能や遺伝子を利活用できる可能性が秘められている

ことから、探査によって得られた試料を利用して理工学的なアプローチを実施

し、深海・海洋生物由来の有用な機能に関する応用研究を行い、極限環境下で

の海洋生物特有の機能等を最大限に活用したイノベーションを創出する。 

 

① 海洋生態系機能の解析研究 

海洋生物多様性を生み出すメカニズムや、深海を含む海洋における特殊な

環境への生物の適応過程を明らかにするため、平成28年度までに真核生物の

新規系統群を見いだすとともに深海生態系の基礎構造解析を実施し、海洋生

物が独自に発達させた生態系やその進化過程、多様な構造・機能に関する研

究を実施し、生物の進化について新たな科学的知見を提示する。 
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② 極限環境生命圏機能の探査、機能解明及びその利活用 

機構が保有する探査システム等を活用し、極限環境生命圏の探査を行い、

微生物生態系の構造や環境－微生物－生物間における共生システムの相互

作用及び生命の進化プロセスに関して科学的知見を蓄積する。これにより得

られた試料や知見を用いて、極限環境下での物理・化学プロセスの理解を進

めるとともに、特有の機能に関する応用研究を展開し、更なる生命機能の利

用可能性を示す。また、深海・海洋生物が生産する有用な酵素、生理活性物

質等の機能及び生産技術に関する研究を実施し、新規の深海・海洋生物由来

の機能等を最大限に活用したイノベーションを創出する。 

 

 

(５) 先端的基盤技術の開発及びその活用 

第4期科学技術基本計画では、「我が国が世界トップクラスの人材を国内外か

ら惹き付け、世界の活力と一体となった研究開発を推進するためには、優れた

研究施設や設備、研究開発環境の整備を進める必要がある。」と示されている。

機構は、地球深部探査船「ちきゅう」（以下「ちきゅう」という。）、「地球シミ

ュレータ」、有人潜水調査船「しんかい6500」等の我が国最先端の研究開発基

盤を整備するとともに、我が国の海洋科学技術を推進する上で極めて重要であ

る先端的基盤技術を開発する。また、それらを最大限活用して未踏のフロンテ

ィアに挑戦し、新分野を切り拓く研究開発課題に積極的かつ組織横断的に取り

組む。 

 

① 先端的掘削技術を活用した総合海洋掘削科学の推進 

海洋掘削の技術開発は、海底下という未踏のフロンティアへのアプローチ

を可能なものとし、その結果、多数の研究課題が生まれている。それらを解

決するため、国際深海科学掘削計画（IODP）を推進し、「ちきゅう」等によ

る海洋掘削を行うとともに、地球を構成する物質の直接採取、分析及び現場

観測を実施し、数値解析手法やモデリング手法等を用いることで、海洋・地

球・生命を関連させた全地球内部ダイナミクスモデルの構築とその理解の推

進を図り、多様な探査と地球深部への掘削により掘削科学の新たな可能性を

切り拓く。さらに、海洋掘削に関する総合的な知見に基づき、今後需要が増

すと見込まれる超深度掘削技術の発展に寄与する。 

 

(イ) 掘削試料・掘削孔を利用した地殻活動及び物質循環の動態解明 

スケールの異なる各種試料やデータを高精度・高分解能で分析できる手法

を構築するとともに、掘削科学の推進に不可欠な掘削技術・計測技術、大深

度掘削を可能とする基盤技術を開発する。また、海底観測や広域地球物理探

査等によって得られるデータに、掘削孔内において取得される多様なデータ
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や現場実験結果を加えることにより、海底下の構造や性質を立体的に把握し、

それらの変動機構の理解につながる仮説を構築する。さらに、仮説の有効性

を確認するために、得られたデータ等を用いた数値シミュレーションを実施

する。 

 

(ロ) 海洋・大陸のプレート及びマグマの生成並びにそれらの変遷過程の解明 

活動的なプレート境界である日本列島周辺海域等において、プレートが生

成されてから地球内部に向けて沈み込むまでの構造及びプレート自体の変

遷や挙動、沈み込み帯を中心としたプレートと断層の運動に伴い発生する諸

現象及びプレート・地球内部のマグマ生成、マントル対流とプレートとの関

連等の解明に貢献する研究開発をIODP等とも連携しつつ推進する。 

 

(ハ) 海底下の生命活動と水・炭素・エネルギー循環との関連性の解明 

生命の誕生と初期進化や現世における生物学的な元素循環において、重要

と考えられる海底下の生命活動と水・炭素・エネルギー循環の関わりについ

て、生命活動と同位体分別効果との関わりを詳細に理解するため、平成27

年度を目途に、現場の物理化学的条件を再現した熱水試験を実施する。さら

に、海底掘削試料等を用いて、海底下の環境因子と生命活動との関係、海底

下微生物の生理・生態や遺伝子機能の進化に関する分析研究を実施する。 

 

(ニ) 堆積物記録による地球史に残る劇的な事象の解明 

巨大海台及びその周辺海域の物理・化学・地質探査を平成27年度を目途に

実施し、IODPや国際陸上科学掘削計画（ICDP）等で得られた試料の分析、観

測及び数値シミュレーションを組み合わせることにより、数百万年から数億

年程度前からの古環境を高時空間分解能で復元し、地球内部活動が表層環境

へもたらす影響を評価する。 

 

(ホ) 掘削科学による新たな地球内部の動態解明 

海底掘削試料等の精密化学分析により提唱され始めた新たな地球内部の

構造の存在について、マントル・コアの精密な物理・化学・地質探査を実施

し、平成28年度を目途にその構造の概要を把握する。また、マントル運動及

びプレート運動等に与える影響を分析し、観測及び数値シミュレーションを

組み合わせることにより、地球表層及びマントルの大規模運動を評価する。 

 

 

② 先端的融合情報科学の研究開発 

シミュレーション科学技術は、理論、実験と並んで我が国の国際競争力を

より強化し、国民生活の安全・安心を確保するために必要不可欠な科学技術
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基盤である。また、第4期科学技術基本計画では、シミュレーション科学技

術、数理科学やシステム科学技術等、複数の領域に横断的に活用することが

可能な複合領域の科学技術に関する研究開発が重要課題として設定されて

いる。そのため、我が国のフラッグシップ機を補完し、地球科学分野での世

界トップレベルの計算インフラである「地球シミュレータ」を最大限に活用

し、これまで培ってきた知見を領域横断的にとらえ、海洋地球科学における

先端的な融合情報科学を推進する。 

 

(イ) 先進的プロセスモデルの研究開発 

様々なスケールの諸現象を高精度に予測するため、数理科学を基盤とした

領域横断的アプローチにより個別問題を統合問題としてとらえ、平成28年度

を目途に基盤となる手法を開発し、先端的な数理・物理モデルやシミュレー

ション手法を開発する。それらを用いて数値実験を行い、諸プロセスの再現

性を実証的に評価してモデルの信頼性を向上させる。 

 

(ロ) 先端情報創出のための大規模シミュレーション技術の開発 

海洋地球科学についての統合知識情報を創出し、社会に利活用可能な情報

とするために必要となる観測データ等を平成28年度までに整備し、これらを

活用した大規模数値シミュレーション技術及び統合データ処理・解析技術を

開発する。 

 

(ハ) データ・情報の統融合研究開発と社会への発信 

科学的に有益な統合情報に加え、社会に利活用可能な付加価値情報を創出

するため、データ同化手法及び可視化手法を始めとする実利用プロダクトに

必要な技術の研究開発を行う。また、観測、シミュレーション及び予測等の

統融合データと付加価値情報を、広く、わかりやすく、効果的に社会に還元

する具体的な方法について平成28年度を目途に基本検討を行った上で、地球

環境情報基盤を構築し、発信する。 

 

 

③ 海洋フロンティアを切り拓く研究基盤の構築 

海洋基本計画に掲げられた科学的知見を創出するため、機構は国家の存立

基盤に関わる技術や、広大な海洋の総合的な理解に必要な技術を開発する。

また、人類未踏の領域を拓く萌芽的な研究基盤システムやそれに資する基礎

的技術の研究開発を行う。 

 

(イ) 先進的な海洋基盤技術の研究開発 

高精度で効率的な観測・探査システムの構築を推進するため、音響通信・
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複合通信システム、計測・センシング、測位、検知・探知、モニタリング、

試料回収、分析等に係る先進的要素技術、探査・観測システム等の長期運用

に必要となるエネルギーシステム、深海底での調査や観測のためのセンサや

観測プラットフォーム設置に係る技術等について、先進的な研究開発を行う。 

 

(ロ) 高精度・高機能観測システムの開発 

未知の領域を効率的・効果的に探査、利活用するための海中・海底探査シ

ステム及びそれらに関連するサブシステム並びに長期にわたり広範囲な３次

元空間を高精度で観測するための観測システム開発を行う。また、プロファ

イリングフロート等の新たな観測インフラ、センサ及び測定機器等について

も開発を進める。開発が完了したものについては、実用化を加速させるため

に逐次運用段階へ移行する。 

 

(ハ) オペレーション技術の高度化・効率化 

観測や探査・調査等をより効率的・効果的に推進するため、AUV及びROVの

機能や複数機同時運用等の運用技術の高度化、これらを用いた海底ケーブル

ネットワークの効率的な構築や運用保守技術の開発、水中グライダーや新型

プロファイリングフロート等の新たな観測システムについては、平成27年度

を目途に一部について運用を開始し、これらを加えた統合的な調査・観測シ

ステムを効率的に運用するための基本技術を構築する。 

 

 

２  研究開発基盤の運用・供用 

機構が保有する施設・設備について、自ら有効に活用するとともに、科学技術

に関する研究開発又は学術研究を行う者等の利用に供する。 

 

(１) 船舶・深海調査システム等 

機構が保有する「ちきゅう」を除く研究船、有人及び無人深海調査システム

等について、自らの研究開発に効率的に使用するとともに、各研究船の特性に

配慮しつつ、科学技術に関する研究開発等を行う者の利用に供する。また、大

学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に関し、船舶の運航等

の協力を行う。 

「ちきゅう」については、IODPの枠組みの下、ちきゅうIODP運用委員会（CIB）

による検討及び助言を受けて機構が策定した科学掘削計画に基づき運用する。

また、我が国が推進するプロジェクト等に活用する。さらに、「ちきゅう」の

運用に資する技術をより一層、蓄積させることを目的に、科学掘削の推進に支

障のない範囲で、海洋科学技術の推進に資すると認められる場合において、外

部資金による掘削等を実施する。 
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(２) 「地球シミュレータ」 

「地球シミュレータ」を効率的に運用し、システム運用環境の改善を進める

ことで利便性を向上させ、円滑な利用環境を整備するとともに、利用者に対し

ては利用情報及び技術情報を適宜提供する。また、「地球シミュレータ」を民

間企業、大学及び公的機関等の利用に供し、これらの利用者との共同研究を推

進する。 

 

(３) その他の施設設備の運用  

高圧実験水槽等の施設・設備について、自らの研究開発に効率的に使用する

とともに、研究開発等を行う者の利用に供する。 

 

 

３  海洋科学技術関連情報の提供・利用促進 

 

(１) データ及びサンプルの提供・利用促進  

機構が取得した各種データやサンプル等に関する情報等を国内外で実施さ

れている研究等の利用に供するため、データ・サンプル取扱基本方針等に基づ

き体系的な収集、整理、分析、加工及び保管を行い、円滑に情報等を公開する。

このため、研究者や社会等のニーズに応じた目的別のデータ公開システムを構

築し、運用するとともに、国内外の関係機関との連携を強化する。 

上記の他、国民の海洋に関する理解増進等に資するため、海洋科学技術の動

向等に関する情報を収集・整理・保管し、提供する。 

 

(２) 普及広報活動  

海洋科学技術の発展と社会貢献における機構の役割について、国民に広く周

知することを目的とした普及広報活動を展開するため、以下の事項を実施する。 

a. 機構の研究開発事業への理解増進及び海洋科学リテラシーの向上に貢献 

するため、各拠点の施設・設備の一般公開（各年1回）、見学者の常時受入 

れ、保有する研究船の一般公開、広報誌（年6回）等の発行及び出前授業・ 

講師派遣等を行う。研究船の一般公開での見学者数を除き、機構全体で１ 

年あたり35,000人程度の見学者の受入れを維持する。 

b. 国民との直接かつ双方向のコミュニケーション活動を行うため、横須賀 

本部海洋科学技術館、横浜研究所地球情報館、国際海洋環境情報センター 

の展示施設等を活用するとともに、各地域で開催される展示会・イベント 

等への協力を行う。また、地域に密着した普及広報活動にも取り組む。 

c. 効果的及び効率的な情報発信を目指し、マスメディアに対して分かりや 

すい報道発表や番組取材等への柔軟な対応、取り上げられやすいように工 
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夫した研究開発成果の情報発信を行う。 

d. インターネットの速報性・拡散性を重視し、ホームページによる情報発

信を強化する。また、ソーシャル・ネットワーキング・サービス及びイ

ンターネット放送等のツールを活用し、幅広く情報を発信する。 

e. 最新の研究開発成果を取り入れた展示・イベント等の企画、役職員の科 

学技術コミュニケーション力の強化並びに全国の科学館、博物館及び水族 

館等との連携により、効果的及び効率的な普及広報活動を行う。 

 

(３) 成果の情報発信  

機構が実施する研究開発分野の発展及び科学技術を用いた社会的課題の解

決に寄与するため、機構で得られた研究開発成果について、学術界も含め広く

社会に情報発信し、普及を図る。そのため、研究開発の成果を論文や報告等と

してまとめ、国内外の学術雑誌に発表する。なお、論文については発表数の目

標値を定め情報発信に努めるとともに、研究開発の水準を一定以上に保つため、

査読論文の割合を7割以上とし、論文の平均被引用率を増加させる。また、研

究業績データベースを活用した研究者総覧を構築し、最新の研究成果の外部へ

の発信を促進する。さらに、機構独自の査読付き論文誌を年２回発刊し、電子

化してインターネットから閲覧できる形で公開する。 

 

 

４  世界の頭脳循環の拠点としての国際連携と人材育成の推進 

 

(１) 国際連携、プロジェクトの推進  

我が国の海洋科学技術の中核機関として国際協力を推進し、機構及び我が国

の国際的プレゼンスの向上を図るとともに、地球規模課題の解決に貢献するた

め、以下の事項を実施する。 

a. 政府間海洋学委員会（IOC）に関する我が国の取組に貢献するとともに、 

国連機関や国際科学会議（ICSU）が主導する国際的なプログラム、全球 

地球観測システム（GEOSS）等の国際的取組、海洋法に関する国際連合条 

約（UNCLOS）、気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）、生物の多 

様性に関する条約（CBD）等に適切に対応する。また、海外の主要な海洋 

研究機関等と研究開発協力及び交流を引き続き進める。さらに、今後、 

より一層世界に開かれた研究機関となるため、機構の国際化を促進する 

取組を進める。 

b. IODPにおける主要な実施機関として、「ちきゅう」を運用する他、乗船 

研究者に対する船上での科学的・技術的な支援、「ちきゅう」により取得 

されるデータ等の円滑な提供を実施する。また、高知大学と連携・協力 

し、掘削コア試料の保管・管理・提供等を実施する。さらに、我が国に 
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おけるIODPの総合的な推進機関として、IODPの研究活動を主導し、日本 

地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）を通じて国内の研究者に対して 

IODPへの参画に向けた支援等を行い、掘削科学に関わる研究者コミュニ 

ティを牽引する役割を果たす。加えて、「ちきゅう」を用いた科学掘削プ 

ロジェクトの進展を図るため、「ちきゅう」の国際的な認知度の向上及び 

プロジェクトへの参加国の増加に努める。 

c. 気候、物質循環及び生物多様性の変化・変動について人間活動の影響も 

含めて包括的に理解するため、分野・領域を超えた視点から研究や国際 

協働を行い、情報発信を通して地球規模課題の解決に貢献する。 

 

(２) 人材育成と資質の向上  

海洋立国の実現を支える人材を育成するため、研究者等の養成及び資質の向

上に関する取組を実施するとともに、国内外から研究者等を受け入れる。また、

海洋科学技術分野を担う女性研究者の育成を意識した取組を推進する。これら

の取組により、我が国の海洋科学技術水準の向上や発展に貢献するため、以下

の事項を実施する。 

a. 将来の海洋科学技術を担う人材を育成するための教育研修プログラムを 

実施する。その際、国等が推進する人材育成事業等も活用し、効率的かつ 

効果的に実施する。 

b. 大学等の関係機関との間で締結している包括連携協定等も活用し、若手 

研究者や大学院生を国内外から受け入れるとともに、機構の研究開発活動 

への参加を通じて海洋科学技術に係わる人材を育成する。 

 

 

５  産学連携によるイノベーションの創出と成果の社会還元の推進  

  機構は、研究開発によるイノベーションの創出、社会への成果還元を図るため、

国内外の大学、企業及び研究機関等との連携を促進する。また、得られた研究開

発成果の産業利用等の促進を図る。これらにより、海洋科学技術に関わる多様な

研究開発のより一層の加速・強化を図るとともに、自己収入の増加を目指す。 

 

(１) 共同研究及び機関連携による研究協力 

国内外の大学、企業、研究機関等と共同研究及び機関連携等の適切な協力関

係を構築する。 

 

(２) 研究開発成果の権利化及び適切な管理 

研究開発から獲得される新しい知識を社会に還元することを目的に、特許等

を知的財産権として保護し、質の向上に努めつつ、適切に管理する。 
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(３) 研究開発成果の実用化及び事業化 

国内外の大学、企業、研究機関等との交流を通じた研究成果の社会還元等を

促進し、成果の技術移転及び応用展開を効果的に進める。特許やノウハウ、技

術力、人材等の知的資産を活用し、産業の育成につなげるため、以下の事項を

実施する。 

a. 機構が保有する知的資産が産業界等において積極的に活用されるよう、 

ポータルサイトを整備するとともに、研究開発成果の実用化及び事業化に 

向け、企業等へのコーディネート活動等を行う。 

b. 技術指導や技術交流を実施する等技術移転を推進する。 

c. 研究成果を社会へ還元するための手段として、ベンチャー創出を支援す 

るための取組を推進する。 

d. 特許、データ・サンプル及び技術指導等の知的資産の活用に関する契約 

を中期目標期間中に延べ100件以上締結する。 

 

(４) 外部資金による研究の推進  

国や独立行政法人及び民間企業等が実施する各種公募型研究等に応募し、委

託費、補助金及び助成金等の外部資金の獲得に取り組む。具体的には、公募情

報、応募状況及び獲得状況に関する情報等の機構内への周知、個人申請による

外部資金について制度内容の周知と獲得に向けた申請支援の推進等、外部資金

の獲得に取り組みやすい環境の整備を行い、全体として前年度を上回る獲得を

目指す。また、外部資金の適正な執行を確保するよう必要に応じて適切な方策

を講じる。 

さらに、国等が主体的に推進するプロジェクトである、地震・津波に関する

防災・減災に資する研究開発、気候変動予測とリスク評価に資する研究開発及

び東日本大震災からの復興に関する研究開発等を実施するとともに、機構が有

する基盤を最大限に活用し、新たな大型プロジェクトの獲得を目指す。 

 

 

 

Ⅱ  業務の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１  柔軟かつ効率的な組織の運営 

 

(１) 内部統制及びガバナンスの強化 

   理事長のリーダーシップの下、研究開発能力及び経営管理能力の強化に取り

組み、事業の成果の最大化を図る。その際、責任と裁量権を明確にしつつ、柔

軟かつ機動的に業務を執行するとともに、効率的な業務運営を行う。また、内

部監査を活用するとともに監事監査による指摘事項を踏まえ、モニタリング等



 

16 

を充実させる。 

中期目標の達成を阻害するリスクを把握し、組織として取り組むべき重要な

リスクの把握と対応を行う。法令遵守等、内部統制の実効性を高めるため、日

頃より職員の意識醸成を行う等の取組を継続する。 

経営の参考とするため、機構の研究開発活動及び研究開発管理等について、

国際的な視点から議論し、理事長に助言及び提言を行う、海洋研究開発機構ア

ドバイザリー・ボード（JAB；JAMSTEC Advisory Board）を開催する。また、

JABの開催に先立ち、各研究開発分野における世界的な専門家から成る委員会

を開催し、機構における研究開発活動について専門的かつ国際的な視点からの

助言及び提言を得る。 

 

(２) 合理的・効率的な資源配分  

   事業の開始に際しては、事業の目的、意義、研究開発の内容、リスクの低減

策、コストの最適化及びスケジュール等について、総合的に勘案し、適切な資

源配分を行う。 

事業の開始後も、定期的に進捗状況を確認することにより、コストを適切に

管理し、計画の見直しや中止を含めた適切な評価を行うとともに、その進捗状

況や成果等を国民に分かりやすい形で示す。その際、想定以上の進捗等のあっ

た研究開発については重点的に資源を配分する等、国家的・社会的ニーズを踏

まえた研究開発を推進する。 

  

(３) 評価の実施  

柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現及び経営資源の重点的・効率

的配分に資するため、機構の研究開発課題及び運営全般について定期的に評価

を実施する。研究開発に係る評価については、「国の研究開発評価に関する大

綱的指針」(平成20年10月31日内閣総理大臣決定)を踏まえ、研究の直接の結果

とともに、研究開発成果の社会的貢献等についても留意する。評価結果は公表

するとともに、研究開発組織や施設・設備の改廃を含めた予算や人材の資源配

分に反映させること等により、研究開発活動等の活性化及び効率化に活用する。 

 

(４) 情報セキュリティ対策の推進 

政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、情報システム環境の整

備を行うとともに、適切な情報セキュリティ対策を推進する。 

 

(５) 情報公開及び個人情報保護 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第145号）

に則り、情報提供を行う。また、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律（平成15年法律第59号）に則り、個人情報を適切に取り扱う。 
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(６) 業務の安全の確保  

業務の遂行に当たっては、法令を遵守し、安全の確保に十分留意する。その

ため、安全に関する規程類及びマニュアル等の周知徹底を図り、事故トラブル

情報や安全確保に必要な技術情報・ノウハウを共有する。 

 

２  業務の合理化・効率化 

 

(１) 業務の合理化・効率化 

研究開発能力を損なわないよう配慮した上で、管理部門のスリム化をはじめ

とした経費削減や事務の効率化及び合理化を行うことで、機構の業務を効率的

に実施する。 

業務運営全般に係る経費の見直しに努め、一般管理費（人件費を含み、公租

公課を除く。）については、法人運営を行う上で各種法令等の定めにより義務

的に行う必要があるものに係る経費を除き、中期目標期間中の初年度に比べ

10％以上、その他の事業費については、中期目標期間中の初年度に比べ5％以

上の効率化を図る。新たに追加又は拡充された業務については翌年度以降同様

の効率化を図るものとする。 

 

(２) 給与水準の適正化 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職

員給与の在り方について検証した上で、業務の特殊性を踏まえた適正な水準を

確保するとともに、検証結果や取組状況を公表するものとする。総人件費につ

いては、政府の方針を踏まえ、厳しく見直しをするものとする。 

 

(３) 事務事業の見直し等 

事務事業の見直し等については既往の閣議決定等に示された政府方針に基

づき、以下の内容について着実に実施する。 

a. 研究拠点等については、研究内容の重点化及び組織の再編に合わせて整 

理・統合し、業務運営の効率化及び経費の削減に努めるものとする。 

b. 南海トラフ海域において平成27年度末を目途に整備を進めているDONET 

について、その整備が終了した際には、 

同システムを独立行政法人防災科学技術研究所に移管する。併せて、同 

研究所との防災・減災分野における人材交流を促進する等、同研究所との 

連携をより一層強化する。 

c. DONETの運用開始を踏まえ、室戸岬沖海底ネットワークシステムを廃止す 

る。 

d. 学術研究課題の審査等の一元化については、引き続き検討を進め、中期 
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目標期間中、早期に結論を得るものとする。得られた結論に基づき、機構 

の予算及び要員も含め関係組織を見直し、業務全体の効率化を図る。 

e. 学術研究船の運航業務に係る外部委託化については、引き続き検討を進 

め、中期目標期間中、早期に結論を得るものとする。 

f. 研究活動を効率的に行う観点から、海底広域研究船の運用開始を踏まえ、 

必要性が低くなった研究船を廃止する。 

 

(４) 契約の適正化  

a. 契約については、原則として一般競争入札等の競争性のある契約方式に

よることとし、随意契約によった場合は、公正性、透明性を高めるため

にその結果を公表する。加えて、「独立行政法人における調達等合理化の

取組の推進について」（平成２７年５月２５日総務大臣決定）に基づく取

組を着実に実施することとする。また、他の機関との情報交換や連携に

よって購入実績や調達方法を確認し、合理的な調達手法の導入や入札参

加者の拡大に向けた方策を実施する。 

b. 一者応札・応募となった契約については、実質的な競争性が確保される 

よう、公告方法、入札参加条件及び発注規模の見直し等を行い、その状況 

を公表するものとする。 

c. 内部監査及び第三者により、適切なチェックを受けることで、契約の改 

善を図る。 
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Ⅲ  予算（人件費の見積り等を含む。）、収支計画及び資金計画 

自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、適切な財務内容の実現を図る。 

また、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生

状況にも留意した上で、厳格に行う。 

 

１  予算 

平成26年度～平成30年度 予算 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入  

 運営費交付金 163,113 

 施設費補助金 4,357 

 地球観測システム研究開発費補助金 493 

 事業等収入 7,547 

 受託収入 10,057 

   

        計 185,567 

支出  

 一般管理費 6,370 

 （公租公課を除いた一般管理費） 3,950 

  うち、人件費（管理系） 2,729 

     物件費 1,222 

  公租公課 2,420 

 事業経費 164,289 

  うち、人件費（事業系） 11,279 

     物件費 153,010 

 施設費 4,357 

 地球観測システム研究開発費補助金経費 493 

 受託経費 10,057 

  

        計 185,567 

 

[注１] 上記予算額は運営費交付金の算定ルールに基づき、一定の仮定の下に試

算されたもの。各事業年度の予算については、事業の進展により必要経

費が大幅に変わること等を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、

再計算の上決定される。一般管理費のうち公租公課については、所用見

込額を試算しているが、具体的な額は各事業年度の予算編成過程におい

て再計算の上決定される。 
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[注２] 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

【運営費交付金の算定ルール】 

毎事業年度に交付する運営費交付金（Ａ）については、以下の数式により決定

する。 

Ａ(y)=｛(Ｃ(y)−Ｔ(y)－ζ(y))×α1(係数)＋Ｔ(y)＋ζ(y)｝＋｛(Ｒ(y)＋Ｐ

r(y))×α2(係数)｝＋ε(y)−Ｂ(y)×λ(係数) 

Ｒ(y)=Ｒ(y-1)×β(係数)×γ(係数) 

Ｃ(y)=Ｐc(y-1)×σ(係数)＋Ｅ(y-1)×β(係数)＋Ｔ(y)＋ζ(y) 

Ｂ(y)=Ｂ(y-1)×δ(係数) 

Ｐ(y)=Ｐr(y)+Ｐc(y)=｛Ｐr(y-1)+Ｐc(y-1)｝×σ(係数) 

 

各経費及び各係数値については、以下のとおり。 

  

Ｂ(y)： 当該事業年度における自己収入の見積り。Ｂ(y-1)は直前の事業年度に

おけるＢ(y)。 

Ｃ(y)： 当該事業年度における一般管理費。Ｃ(y-1)は直前の事業年度における

Ｃ(y)。 

Ｅ(y)： 当該事業年度における一般管理費中の物件費。Ｅ(y-1)は直前の事業年

度におけるＥ(y)。 

Ｐ(y)： 当該事業年度における人件費(退職手当を含む)。Ｐ(y-1)は直前の事業

年度におけるＰ(y)。 

Ｐr(y)：当該事業年度における事業経費中の人件費。Ｐr(y-1)は直前の事業年度

におけるＰr(y)。 

Ｐc(y)：当該事業年度における一般管理費中の人件費。Ｐc(y-1)は直前の事業年

度におけるＰc(y)。 

Ｒ(y)： 当該事業年度における事業経費中の物件費。Ｒ(y-1)は直前の事業年度

におけるＲ(y)。 

Ｔ(y)： 当該事業年度における公租公課。 

ε(y)： 当該事業年度における特殊経費。重点施策の実施、事故の発生、退職者

の人数の増減等の事由により時限的に発生する経費であって、運営費交

付金算定ルールに影響を与えうる規模の経費。各事業年度の予算編成過

程において、当該経費を具体的に決定。ε(y-1)は直前の事業年度にお

けるε(y)。 

ζ(y)： 当該事業年度において、法人運営を行う上で各種法令等の定めにより義

務的に行う必要があるものに係る経費。各事業年度の予算編成過程にお

いて、当該経費を具体的に決定。 

α１ ： 一般管理効率化係数。中期目標に記載されている一般管理費に関する削 
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減目標を踏まえ、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度に

おける具体的な係数値を決定。 

α2 ： 事業効率化係数。業務の効率化等を勘案して、各事業年度の予算編成過

程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

β：  消費者物価指数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度に 

おける具体的な係数値を決定。 

γ：  業務政策係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度にお 

ける具体的な係数値を決定。 

δ：  自己収入政策係数。過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程に 

おいて、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

λ：  収入調整係数。過去の実績における自己収入に対する収益の割合を勘案 

し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的

な係数値を決定。 

σ：  人件費調整係数。各事業年度予算編成過程において、給与昇給率等を勘 

案し、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

 

【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等】 

上記算定ルール等に基づき、以下の仮定の下に試算している。ただし、平成26 

年度については、決定額を計上。 

・ 運営費交付金の見積りについては、ε(特殊経費)は勘案せず、α1(一般管

理効率化係数)を各事業年度2.6%(平成26年度予算額を基準額として中期計

画期間中に10%縮減)の縮減、α2(事業効率化係数)を各事業年度1.3%（平成

26年度予算額を基準額として中期計画期間中に5％縮減）の縮減とし、λ(収

入調整係数)を一律1として試算。 

・ 事業経費中の物件費については、β(消費者物価指数)は変動がないもの 

(±0%)とし、γ(業務政策係数)は一律1として試算。 

・ 人件費の見積りについては、σ(人件費調整係数)は変動がないもの(±0%) 

とし、退職者の人数の増減等がないものとして試算。 

・ 自己収入の見積りについては、δ(自己収入政策係数)は据置き(±0%)とし

て試算。 

・ 受託収入の見積りについては、過去の実績を勘案し、一律据置きとして試

算。 
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２  収支計画 

平成26年度～平成30年度収支計画 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注１] 退職手当については、役員退職手当支給基準及び職員退職手当支給基準

に基づいて支給することとなるが、その全額について、運営費交付金を

財源とするものと想定している。 

 

[注２] 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

区別 金額 

費用の部  

 経常費用 179,585 

  業務経費 125,463 

  一般管理費 6,370 

  受託費 10,057 

  補助金事業費 493 

  減価償却費 37,202 

 財務費用 149 

 臨時損失 0 

収益の部  

 運営費交付金収益 133,717 

 受託収入 10,057 

 補助金収益 493 

 その他の収入 7,547 

 資産見返負債戻入 27,444 

 臨時利益 0 

純損失 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

△476 

476 

目的積立金取崩額 0 

総利益 0 
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３  資金計画 

平成26年度～平成30年度資金計画 

（単位：百万円） 

区別 金額 

資金支出  

 業務活動による支出 137,443 

 投資活動による支出 33,752 

 財務活動による支出 14,372 

 次期中期目標の期間への繰越金 0 

資金収入  

 業務活動による収入  

  運営費交付金による収入 163,113 

  補助金収入 493 

  受託収入 10,057 

  その他の収入 7,547 

 投資活動による収入  

  施設整備費による収入 4,357 

 財務活動による収入 0 

 前期中期目標の期間よりの繰越金 0 

 

[注]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

 

Ⅳ  短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は 122億円とする。短期借入金が想定される事態としては、 

運営費交付金の受入れの遅延、受託業務に係る経費の暫時立替え等がある。 

 

 

Ⅴ  重要な財産の処分又は担保の計画 

なし 

 

 

Ⅵ  剰余金の使途 

決算において剰余金が生じたときは、重点研究開発その他の研究開発、設備 

整備、広報・情報提供の充実の使途に充てる。 

 

 

 



 

24 

Ⅶ  その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１  施設・設備等に関する計画  

平成26年度から平成30年度に取得・整備する施設・設備等は次のとおりである。 

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予定額 財源 

研究船及び深海調査システムの整備・改良 3,844 船舶建造費補助金 

研究所用地取得・施設整備 513 施設整備費補助金 

 

[注] 金額については見込みである。 

 

なお、上記のほか、中期目標を達成するために必要な施設・設備等の整備、改

修等が追加されることがあり得る。 

 

 

２  人事に関する計画  

(１) 業務運営を効率的、効果的に実施するため、優秀な人材の確保、適切な

職員の配置、職員の資質の向上を行う。 

(２) 職員のモチベーションを高めるため、人事評価制度等を活用し、適切な

評価と、結果の処遇への反映を行う。 

(３) 職員の資質向上を目的とし、職員に要求される能力や専門性の習得及び

職員個々の意識改革を進めるため、人材育成の研修・計画・支援・管理

を体系的かつ戦略的に定め、計画的に実施する。また、研究者等を国内

外の研究機関、大学等に一定期間派遣し、在外研究等を行わせる。 

(４) 男女共同参画の意味する仕事と家庭の両立や、多様化した働き方に対応

するための職場環境の整備や育児支援等を行う。 

 

 

３  中期目標期間を超える債務負担  

中期目標期間を超える債務負担については、海洋科学技術等の研究開発に係る

業務の期間が中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金

計画への影響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。 

 

 

４  積立金の使途  

前中期目標期間中の繰越積立金は、前中期目標期間中に自己収入財源等で取得

し、当期へ繰り越した固定資産の減価償却等に要する費用に充当する。 

 


